
八幡浜地区施設事務組合一次救急休日・夜間診療所設置条

例  

 

昭和５９年  ３月３１日  

条 例 第 ４ 号 

改正 昭和６１年 ３月２７日条例第 ２号   平成 ５年 ８月２７日条例第 ２号 

                          平成１７年 ３月２８日条例第 ５号   平成２６年 ３月１７日条例第 ４号 

                          平成２８年 ９月２６日条例第 ７号   令和 元年 ７月１８日条例第 １号 
   

（目的及び設置）  

第１条  この条例は、休日、夜間における地域住民の応急医療を行うた

め、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定す

る診療所として、八幡浜地区施設事務組合一次救急休日・夜間診療所

（以下「診療所」という。）を設置し、その運営について必要な事項を

定めることを目的とする。  

 （位置）  

第２条  診療所は、八幡浜市大平１番耕地６３８番地に置く。  

（組織）  

第３条  診療所の適正かつ円滑なる運営を図るため、組合長の諮問機関

として、診療所運営委員会を設けるほか、必要な職員を配置する。  

 （診療）  

第４条  診療所は、応急医療に必要な診断、治療等（以下「診療」とい

う。）を行うものとする。  

２  診療所で行う診療科目は、内科、小児科及び外科とする。  

 （診療所及び診療時間）  

第５条  応急医療の診療は、診療所及び在宅当番制で行うものとし、そ

れぞれの診療日及び診療時間は次のとおりとする。  

区  分  診   療   日  診  療  時  間  

診療所  

 

 

週日（在宅当番医制で診療する木曜

日を除く。）  

 

 

午後８時から  

午後１１時まで  

 

 



日曜日、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び年始、年末（１月２日、

同月３日及び１２月２９日から同月

３１日まで）  

午前９時から  

午後６時まで  

在宅当番医制  日曜日、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び年始、年末（１月２日、

同月３日及び１２月２９日から同月

３１日まで）  

 

木曜日  

午後８時から  

午後１１時まで  

２  前項に定める診療時間以外の診療については、八幡浜地区施設事務

組合消防署を窓口とし急患に対応する。  

 （費用の徴収）  

第６条  組合長は、診療所で診療を受けたものについて、そのつど診療

報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）に定める診療

報酬点数表により算定した額を徴収する。  

２  組合長は、診療所の発行する文書については、次のとおり手数料を

徴収する。  

区      分  単   位  金      額  

特 殊 診 断 書 １  通  ３，３００円  

死 亡 診 断 書 １  通  ２，２００円  

死 体 検 案 書 １  通  ５，５００円  

一 般 診 断 書 １  通  １，６５０円  

簡易な証明書  １  通  １，１００円  

３  前２項について、組合長はやむを得ない理由があると認めたときは、

費用等の全部若しくは一部の徴収を猶予し、又は免除することができ

る。  

 （診療の制限）  



第７条  組合長は、診療を受ける者等が指示に従わないときは、診療を

行わないことができる。  

 （委任）  

第８条  この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。  

   附  則  

 この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。  

   附  則（昭和６１年条例第２号）  

 この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。  

附  則（平成５年条例第２号）  

 この条例は、公布の日から施行し、平成５年４月１日から適用する。  

附  則（平成１７年条例第５号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２６年条例第４号）  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の八幡浜地区施設事務組合休日、夜間急患セ

ンター設置条例第６条第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の

日以降に納付義務の生じた費用等について適用し、同日前に納付義務

の生じた費用等については、なお従前の例による。  

附  則（平成２８年条例第７号）抄  

 （施行期日）  

１  この条例は、八幡浜地区施設事務組合規約の一部を改正する規約（平

成２８年１０月２４日愛媛県指令２８市第６６２号）の施行の日から

施行する。  

 （八幡浜地区施設事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改

正）  

２  八幡浜地区施設事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４

６年条例第５号）の一部を次のように改正する。  

    〔次のよう〕略  

 （八幡浜地区施設事務組合特別会計条例の一部改正）  



３  八幡浜地区施設事務組合特別会計条例（昭和５８年条例第４号）の

一部を次のように改正する。  

    〔次のよう〕略  

 （八幡浜地区施設事務組合職員定数条例の一部改正）  

５  八幡浜地区施設事務組合職員定数条例（昭和５８年条例第５号）の

一部を次のように改正する。  

    〔次のよう〕略  

   附  則（令和元年条例第１号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第６条第

１項の改正規定は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の八幡浜地区施設事務組合一次救急休日・夜

間診療所設置条例第６条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に

納付義務の生じた費用について適用し、同日前に納付義務の生じた費

用については、なお従前の例による。  

 


